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１．序論

　ポスト冷戦時代に入り、新国際秩序の形成のための論議の一環として多国間安保協力

に関する研究と実践が活発化してきた。多国間安保協力のための初期の事例として、1975

年に発足した「全欧安全保障協力会議（CSCE: Conference of Security and Cooperation 

on Europe）」と同会議が 1995 年に名称を変えて誕生した「欧州安全保障協力機構（OSCE: 

Organization for Security and Cooperation in Europe）」を中心としたヨーロッパ多国間

安保体制の形成を取り上げることができよう。ヨーロッパでは CSCE/OSCE の発足によ

り冷戦中も東西間での経済、安保、人権などにおける協力を通じて地域紛争を事前に予

防することができ、冷戦終結に決定的な役割を果たした。また、冷戦終結後には包括的な

安保（comprehensive security）の概念を創出し、予防外交（preventive diplomacy）の

モデルとなって地域集団防衛機構として NATO（North Atlantic Treaty Organization）

とともにヨーロッパの平和維持のための実効的な機構であると評価されている。CSCE/

OSCE は、ヨーロッパ安保問題の解決にむけて多数の国家の参加を得たうえで合意を導き

出してきたことによって、多国間安保体制の一例としてその有用性を認められるように

なったわけである。

　東北アジアを含めたアジア太平洋地域では、ポスト冷戦時代に入ってから地域多国

間安保協力のための努力の一環として 1990 年に「アジア安保協議（CSCA: Council for 

Security Cooperation in Asia）」 と「 北 太 平 洋 安 保 協 力 対 話（NPCSD: North Pacific 

Cooperative Security Dialogue）」が提議されたことがある。これらは初期に提案された

モデルである。現在運営されているアジア太平洋地域の多国間安保協議体としては、1994



『北東アジア研究』第 22 号（2012 年 3 月）

− 20 −

年に発足した「ASEAN 地域フォーラム（ARF: ASEAN Regional Forum）」と 1993 年

に発足した非政府会議「アジア太平洋安全保障協力会議（CSCAP: Council for Security 

Cooperation in Asia Pacific）」を代表的な例として取り上げることができる。これらはア

ジア太平洋地域での安保協力のための重要な論議の場となっている。

　東北アジア地域では、朝鮮半島が分断され、四大国（中、ロ、日、米）が対立する力

学的な構造のもと、ヨーロッパとは異なって冷戦が完全に終結しておらず、二国間同盟

体制の維持と地域軍備における競争の加速化、相互協力の欠如によって、多国間安保協力

が順調には進展してこなかった。東北アジアにおける緊張の緩和のための多国間安保協

力の必要性に鑑みて、90 年代に入ってから、東北アジア地域に限定した多国間安保対話

の枠組みが模索されることとなる。1993 年に非政府の「北東アジア協力対話（NEACD: 

Northeast Asia Cooperation Dialogue）」が発足し、韓国政府は1994年に政府レベルでの「北

東アジア安保対話（NEASED: Northeast Asia Cooperative Dialogue）」を提案した。だが、

東北アジアではいまだ域内安保問題の解決のために二国間同盟構造に依存しており、周辺

の四大国間の勢力均衡の構造の中で東北アジアの安定を図っているため、実質的な平和状

態にはなっていない。本格的な多国間安保体制の発足については見通しが立っていないの

が現状である。

　東北アジア地域では、ヨーロッパの冷戦終結に大きく貢献した CSCE/OSCE 及び 

NATO のような多国間安保機構の創設が具体化していないが、域内対立構造の解消と新

しい安保秩序の構築、冷戦が終息していない朝鮮半島の緊張緩和及び域内国家間の相互協

力などが必要とされており、東北アジアの国家間でのさらなる真剣な論議が現在もとめら

れているといえよう。

　本研究では東北アジアの多国間安保協力の必要性を提起しつつ、いかなる先決条件が必

要なのかについての解決策を探ることを試みる。そのために、まず東北アジアでの多国間

安保の協力が多少消極的とはいえどのように進んできたのかを考察し、多国間主義安保協

力の必要性を理論的な側面から論じるとともに、東北アジアでの多国間安保体制の構築が

いかなる面において脆弱なのかを考えてみる。このような障害を克服するための先決条件

として、東北アジアの域内協力強化や域内の信頼構築と軍備統制、アジア太平洋安全保障

協力会議の活性化、北朝鮮の核問題の平和的解決などを提示し、域内の多国間安保体制の

構築のためにどのようなアプローチが必要であるのかを考える。本研究を通じて、東北ア

ジアにおける多国間安保協力が東北アジアでの平和維持だけではなく、朝鮮半島の緊張緩

和と平和体制構築及び朝鮮半島の統一のための基盤となりうることを示唆したい。

２．東北アジアの多国間安保協力のプロセス

　ヨーロッパ諸国は第２次世界大戦を経験した後、相互協力する中で国家間の紛争と戦
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争を回避するよう努力してきた。そのため、第２次世界大戦以降の東西ヨーロッパ間の

対立の中でも、1960 年代の初めから協力を持続しており、アメリカを含む西ヨーロッパ

諸国は 60 年代末にソ連及び東欧の国家との「相互兵力削減（MBFR: Mutual Balanced 

Forces Reduction）」交渉の論議を開始するようになる。このような東西間の和解的ジェ

スチュアとともに CSCE 形成の雰囲気が醸成されることによって、1970 年の西ドイツと

ソ連及びポーランドとの国交正常化や 1971 年のベルリン問題の解決のための「四ヶ国

条約（Quadripartite Agreement）」の締結、1972 年の弾道弾迎撃ミサイル（ABM: Anti-

Ballistic Missile）条約と第一次戦略兵器制限交渉（SALT-I）の締結を経て、CSC 開催に

むけて 1972 年 11 月から本格的に準備に入る。そして、ヨーロッパ非同盟中立国と東西両

陣営国で構成された３つの会談グループでの論議を経て、1975 年８月１日ヘルシンキ首

脳会談で「最終議定書（Final Act）」が採択されることによって、CSCE が公式的に発足

した。以降 CSCE は冷戦期においても東西間の対話を存続させる求心的役割を担い、最

終的に加盟国が 1990 年 12 月に「パリ憲章（Charter of Paris）」を採択することによってヨー

ロッパでの冷戦は終結する。1995 年からは CSCE が OSCE に機構化され、ヨーロッパの

紛争を事前に予防することのできる実質的な活動が行われるようになり、予防という側面

から見た「多国間安保協力機構」のロール・モデルとなった。

　1990 年の初めから始まったヨーロッパの冷戦終結の過程を目のあたりにした東北アジ

アの諸国と域内の学者たちは、CSCE のモデルを基盤として地域「多国間安保体制」を構

築すべく、まず会議形式の類似機構を創設しようと尽力したことがある。

　東北アジアを含むより広範囲の領域であるアジア太平洋地域での多国間安保協力への努

力は次のような経緯で積み重ねられてきた。まず、1980 年代の半ば以降から旧ソ連及び

ロシアは「アジア版ヘルシンキ・プロセス（Helsinki Process）」または「全アジア・フォー

ラム」を主唱し、1990 年の夏には豪州のエバンス外務長官が「アジア安全保障協力会議

（CSCA）」を、カナダ政府が「北太平洋協調的安全保障対話（NPCSD）をそれぞれ提起

した。これらはアジア太平洋地域での多国間安保構成のための初期アプローチとして分類

されている。1993 年7月、クリントン大統領は、アジア太平洋地域の多国間安保対話に

関する構想は、アメリカが提起した「新太平洋共同体（New Pacific Community）」構想

の安保分野と一致していることを強調した。アジア太平洋地域を中心とする実質的かつ

具体化された多国間主義協議体の事例として、1994 年に発足した政府レベルの「ASEAN

地域フォーラム（ARF）」と 1993 年に作られた非政府レベルの「アジア太平洋安全保障

協力会議（CSCAP）、及び「国際戦略研究所（IISS: International Institute for Strategic 

Studies）が 2002 年から毎年開催している「アジア安全保障会議（ASC: Asia Security 

Conference）」をあげることができる。その他、 ASEAN（Association of Southeast Asian 

Nations）10 カ国が中心となって韓国、中国、日本の三国が参加している ASEAN+３で

は政治・安保分野に関する論議も行われており、「アジア太平洋経済協力（APEC: Asia-
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Pacific Economic Cooperation）」とともに東北アジアの安定のための重要な協議の場とし

てその役割を果たしている。

　東北アジアで「トラックⅠ外交（Track I Diplomacy）」と呼ばれる政府レベルの多国

間安保対話の枠組みは未だ構想されておらず、94 年に韓国政府が提唱した「北東アジア

安保対話（NEASED）」くらいしか存在しないのが現状である。NEASED は東北アジ

ア地域の安保に直接的な利害関係を持つ東北アジア6カ国、すなわち韓国、北朝鮮、ア

メリカ、日本、中国、ロシアが参加する東北アジア地域における多国間安保協力のた

めの政府間協議の枠組みであり、アジア太平洋地域全体レベルのものとは別にサブリー

ジョン（sub-region）レベルの多国間安保対話のために作られたものである。特に域内

国家間の信頼構築への努力を通じて域内の平和と安定維持のための安保環境改善をは

かることを目的としている。その他にも政府レベルの「プラグマティックな多国間主義

（pragmatic multilateralism）」の代表的な事例として、1995 年に発足した北朝鮮の核問題

解決のために作られた「朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO: Korean Peninsula Energy 

Development Organization）」を挙げることができる。

　「トラック II 外交（Track II Diplomacy）」である非政府民間レベルの多国間安保対話

は、それほど十分ではない政府間機構の状況とは異なり、比較的活発に展開されてきてお

り、今後の東北アジア多国間協力機構発足にむけた見本となっている。北東アジア協力対

話（NEACD）は、アメリカのカルフォルニア大学の傘下にある「グローバル紛争・協力

研究所（IGCC: Institute on Global Conflict and Cooperation）」が主管して 1993 年 10 月

に発足した。NEACD は非政府組織（NGOs: Non-Governmental Organizations）または準

政府組織（SGOs: Sub-Governmental Organizations）として発足して以降、比較的活発に

会議を開催している。韓国、北朝鮮、アメリカ、日本、中国、ロシアの6カ国の国防・外

務官僚や学者たちが個人的資格で参加し、東北アジアの安保を中心に論議するものである。

NEACD は本会議以外に「国防情報共有会議」を別途開催し、東北アジア地域での軍事

的透明性の引き上げ方策を模索している。北朝鮮は 1993 年7月の準備会議に参加してか

らしばらく欠席している。NEACD の参加者たちは 2008 年 11 月までに 19 回会議を開催

し、多様なテーマにわたる地域安保の原案を論議してきた。非政府間民間レベルの多国間

安保対話としては、その他に「北太平洋学術交流会議北海道（Hokkaido Conference for 

North Pacific Issues）」が 1988 年から北太平洋地域研究センター及び総合研究開発機構の

主催でセミナー形式で開催されており、「東北アジアに関する国連シンポジウム」が 1995

年から国連アジア太平洋平和軍縮センターの主催で開催されている。このような枠組みは

限られた権限しか持たない非政府機構ではある。しかしながら、会議が続いていることに

よって、軍事的に対立している東北アジアにおける今後の多国間安保協力機構構築のため

の事前準備としての役割が期待される。

　CSCE/OSCE は、冷戦時代、独自の経験から政治的・軍事的信頼構築（confidence 
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building）を通じてヨーロッパ全地域の安保維持のために貢献してきた。冷戦以後は、包

括的（comprehensive）安保概念を創出しただけではなく、充実した予防外交（preventive 

diplomacy）で知られる機構として役割を果たしてきた。このような CSCS/OSCE のモデ

ルをモデルとして ARF はアジア太平洋地域のための安保フォーラムとして発足し、加盟

国間の多国間対話を通じて相互信頼を積み重ねることに貢献することによって、この地域

の平和と安定を追求する多国間機構として定着してきたと評価できる。だが、東北アジア

に限定して維持されている多国間協議体は、北朝鮮の核問題のみを扱っている政府レベル

6カ国協議を除くと非政府レベルの NEACD のみであるため、東北アジアで多国間主義

の機構を発足させるための論議が非常に不十分であるとされている。したがって、この領

域に関する研究が何より求められている。

３．理論的アプローチと東北アジア安保体制の構築に際しての障害

（１）多国間主義の安保協力に関する理論的アプローチ

　ポスト冷戦時代に入った 90 年代初頭から、各国は新しい国際秩序のパラダイムの中、

相互協力を推進している。国家間摩擦を解消するに当たってのアメリカなど大国の役割は

大きいが、以前とは異なって相互依存が深化していく中では、多数の国家が協議し問題を

解決していく多国間主義的アプローチが優先されてきている。国内問題の解決のためのア

プローチ方法においても、案件別に違いはあるものの、組織的犯罪、金融危機、環境問

題などでは国境を越えてその影響が及ぶため、多国間主義的な解決方式が選好されてい

る。国際秩序を形成する原理においても、伝統的な米韓同盟や日米同盟のような「二国

間同盟体制（bilateral alliance system）」や国連を中心とした「集団安保体制（collective 

security system）」、NATO を中心とした「集団防衛体制（collective defense system）」

とは異なり、多国間主義安保機構は多数の国家間の信頼構築と相互協力、共通行動を基本

とする新しい形の安保体制を形成している。

　多国間主義（multilateralism）は、単独主義（unilateralism）及び二国間主義（bilateralism）

とは相反する用語であり、様々な国の意見に基づいて多数の国家が機構を設立したり相互

協力のための組織を形成するという原則を意味している。また、単純な多国間活動の類型

を取り上げる際に用いられる。制度的観点から、多国間主義は、国際関係で国家間の協力

と利益を調整する際に国際制度を通じてなされるということを意味する場合もある。また、

多国間主義は、一般化された行為原則に基づいた組織的原理であり、３ヶ国以上の国家間

の関係を調整する制度の一つのパターンであるともいえる。この場合の多国間主義の特徴

は、「一般化された行為原則（generalized principle of conduct）」、「関連のある価値観の

不可分性（indivisibility of values）」、「特定的互恵性（specific reciprocity）」がある。多

国間主義は、民主主義の原理のように人々の間で共有されている「普遍的基礎」の下で機
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構内の活動が成立することとなる信念を意味する場合もある。このような意味では、多国

間主義は一つのイデオロギーとして参加国家間の多国間主義的活動を増進させるための理

念となることができる。

　多国間主義を基盤とした地域安保体制の構築は、その目標を安保レジーム（Security 

Regime）を構成することにおいている。Haftendorn によれば、安保レジームとは安保問

題を解決するために、２ヶ国以上の複数の国家の間で取り結ばれた協力の状態を意味し、

参加国の平和と安定を維持するために多国間の協力関係を形成することを目的とするもの

である。安保レジームの構築において、いかなる形の安保原則を基盤として３カ国また

はそれ以上の国家間で協力的な関係のレジームが形成できるかを示す理念が多国間主義

であるが、多国間主義を基盤とする安保レジームを形成するための代表的なものは、特

に冷戦終結後のヨーロッパで発展した「協調的安保（cooperative security）」の形をとっ

ている。特に 1982 年に「パルメ委員会（Palme Commission）」で「共通安保（common 

security）」という概念が初めて採択されたが、冷戦終結後、一部の学者たちがこれを協

調的安保という用語に置き変えて広く用いている。このような協調的安保によって、参加

国間で友敵の区別なしに相互依存、相互信頼、予防外交の側面から武力の使用そのものを

排除し、対話と協力を基盤とした安保を構築できるようになる。協調的安保のための代表

的な協議体や協議機構には ASEAN 地域フォーラム（ARF）及びヨーロッパ安保協力機

構（OSCE）がある。

　OSCE は冷戦終結後の協調的安保のモデルとして多くの研究の対象となっている。こ

れまでの発展の過程から明らかなように、ヨーロッパの安保構築のための協力を基本と

する機構として、伝統的な集団安保機構である国連とは区別される「準集団安保（quasi-

collective security）」機構とみなせる。また、OSCE はロシアを含むとともに、全ヨーロッ

パの地域安保協力機構として政治、経済、社会、文化、人権問題などの非軍事部門をも含

んでおり、包括的にヨーロッパの安保を扱う「包括安保（comprehensive security）」で

あるといえる。安保維持の手段として軍備管理（arms control）と軍縮（disarmament）、

信頼構築及び予防外交を用いて事前に紛争を予防しており、紛争解決方式としては「紛争

防止センター（CPC: Conflict Preventive Center）」のような政治、安保機構を通じた平和

的な方法をとってきた。こういった点において冷戦終結後の新しい安保概念を樹立するの

に貢献したといえる。また、OSCE は機構に対する権限及び運営方式において加盟国の平

等と合意を基本とする地域的普遍主義を土台とすることによって多国間主義的な原則を十

全に満たしているといえよう。

　国連は冷戦終結後、国際紛争解決のための国際司法裁判所や仲裁・調整、平和維持軍の

活用によって、国際紛争管理において非常に有用な機構として再評価されている。NATO

も地域集団防衛のために機構としてその役割を拡大するなど、冷戦終結後の存在価値が評

価されている。一方、協調的安保機構としての OSCE は組織力や加盟国間の結束力が弱
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いため、その有用性において限界を見せている。しかし、実質的なヨーロッパ冷戦終結は

OSCE の前身である全欧安全保障協力会議（CSCE）を中心とした多国間主義の勝利とも

いえる。東北アジア地域ではその性格上、NATO のような軍事機構を構成するのは非常

に難しいため、OSCE をモデルにして東北アジアの多国間安保体制を構築するのがより有

効であるといえよう。

（２）東北アジアの多国間安保体制の構築に際しての障害

　多国間安保機構として、OSCE が東北アジアで同様の機構を創設するためのメイン・モ

デルとなっている中、域内国家もこのモデルを基本として優先的に東北アジア多国間安保

協議体を構築するために力を入れてきた。歴史的な相互対立的感情を解消し、和解、協力

が必要だということを域内の各国が幅広く共有できるように多国間安保協力が必要だと認

識しているのである。このような東北アジアにおける多国間安保協力の必要性は次のよう

に示すことができよう。第一に、東北アジアでは二国間同盟関係を基盤として域内現状

（status quo）が維持されているが、北朝鮮を除いて経済発展による相互依存が拡大する

ことによって、安保問題においても軍事問題だけではなく政治・外交・経済・環境問題を

同時に包括的に論議する「包括安保（comprehensive security）」が重要視されつつある。

そういった中で、多国間対話の場が必要となってきている。第二に、東北アジアでは日中

間の地域覇権をめぐる競争や日ロ間の領土問題、中国と台湾の両岸問題、北朝鮮の核問題

を中心とした南北間緊張関係の持続、アメリカと北朝鮮の対立などが続いている。域内軍

備競争の制限と平和構築のために多国間協議機構の創出が必要となる。第三に、ヨーロッ

パで CSCE が冷戦終結に貢献したのと同様に、東北アジアでも東北アジアの新秩序構築

を通じた冷戦構造の解消と既存の二国間同盟関係の再成立のために多国間安保機構の構築

が必要とされている。

　このように東北アジアで多国間安保体制を構築することが必要とされている。しかし、

ヨーロッパとは異なり東北アジアは、アメリカを含め域内の国家間の安保脅威に対する共

通認識を欠いている。また過去にも多国間主義ないし集団協力体制をほとんど経験してい

ない。こういった点において、東北アジアにおける多国間安保協力は容易ではないといえ

る。また、周辺四大国と南北間という独特の力学構造が存在しており、安保構造が二国間

同盟関係を軸として成立しているため、CSCE/OSCE のような多国間安保体制の構築は依

然として困難である。前述のように、東北アジアでの多国間安保協議体であり北朝鮮問題

解決のための場である「6カ国会議」と政府間の多国間安保対話体「北東アジア協力対話

（NEACD）」が存在するが、これらもヨーロッパの OSCE のように定例機構化されていな

いため、実質的な多国間安保協議体には発展していない。このような東北アジアの多国間

安保体制の構築に際しての障害には、次のようなものがあろう。

　第一に東北アジアの軍備競争による域内緊張感の継続がある。9.11 テロ以降、アメリ
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カが東北アジアで軍事力を再調整しつつ力の優位を持続的に確保しており、米韓及び日米

同盟体制を基盤として三国間安保協力の体制を維持させている。中国と日本は域内主導権

の掌握のために軍事力を増強し、軍備競争を続けているため緊張状態にある。ロシアは既

存の核を中心に軍事力を維持しつつ先端の軍事装備を開発し、中国やアジア諸国への武器

輸出を拡大して東北アジア地域の軍備競争に影響を与えている。また、北朝鮮の核実験及

びミサイル開発は、域内軍備競争の一つの要因となるとともに、周辺国へ軍備競争をけし

かけている。このような状況の中、東北アジアでの多国間安保協力には障害が多いという

ことはいかんともしがたい実情であるといわざるをえない。

　第二にヨーロッパは冷戦中も相互交流を続け、東西ヨーロッパ間で CSCE を通じて政

治的・軍事的に相互信頼を構築してゆくとともに経済的・文化的に協力関係を持続して冷

戦を終結させた。しかし、東北アジア地域は経済的には相互協力関係を維持しているもの

の、安保の面では同盟関係の維持を通じて各国間対立と冷戦的思考が存続している。中国

とロシアは戦略的パートナーの関係を維持しているが、日本、アメリカにとは軍事的な側

面では依然として対立構造が続いている。朝鮮半島と日本、アメリカの関係においても、

北朝鮮の核開発問題によって相互関係が冷却化している状況にあり、多国間安保協力には

必然的に消極的である。

　第三に、東北アジア諸国の間では歴史的、イデオロギー的認識において非常に異なる考

え方が併存している。そのため、多国間主義の議題の設定が容易ではなく、同質的な安保

規範の設定があっても国家間の認識の違いが出てくる。たとえば、東北アジア地域の多国

間協力のための安保規範として CSCE/OSCE の例から考えられる域内国家間の武力使用

と威嚇の禁止や紛争の平和的解決、軍事訓練に関する事前通知、軍事情報交換、軍の透明

性確保などの軍事的信頼構築における共同認識が薄く、大量破壊兵器拡散の禁止及び軍縮

の実現などにおいても認識の違いが存在している。

　第四に、CSCE/OSCE のモデルを中心に東北アジア諸国の研究機関と学者たちの研究は

活発に展開されているが、各国の政府間では多国間安保協力のための長期的プランを体系

的に設定することができない状態にある。ヨーロッパの統合過程からわかるように、地域

統合のためには協力が容易なところから優先的に統合を行い、それを少しずつ波及（spill-

over）させながら政治的な分野での統合を拡大するのが望ましいと思われる。東北アジア

地域では多国間主義の基本理念の下で段階的にまず実現可能な常設協議機構を構築すべき

であるが、このような試みが圏内では不足しており、各国の政府は多国間安保体制の構築

に関する長期的プランを提示していない。

　第五に、東北アジアの多国間安保の構築に際しての障害として、これを先導していく国

家がないということをあげることができる。東北アジアでは力学的構造上、同盟関係を中

心に勢力均衡を保っており、既存の安保戦略を反故にして多国間安保体制を構築しようと

積極的に先導する国がないという点である。ヨーロッパでは CSCE/OSCE の発展過程の
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中で、スイス、ベルギー、オーストリア、スウェーデンなどの小国及びヨーロッパ非同盟

中立国（NNA: Neutral and Non-Aligned）の役割がきわめて大きかった。これらの国家

は CSCE/OSCE 内でアメリカ、旧ソ連、フランスなどの大国間の意見対立をうまく仲裁し、

多国間安保協力の長所を浮き彫りにしたのだった。

４．東北アジアの多国間安保体制構築の先決条件

　東北アジアでの多国間安保体制の構築は、前述のような制約によってしばらくの間は容

易ではないと思われる。しかし、まだ冷戦が完全に終結していない東北アジア地域で平和

維持と相互共存を実現するための最も適切な代案として、最終的にヨーロッパで冷戦終結

を主導した CSCE/OSCE のような多国間安保機構の構築をあげることができよう。この

実現のために必要となる条件を事前に整え、これを実践するために努力しなければならな

い。このような先決条件としては、域内の各国間の協力推進や既存のアジア太平洋安全保

障協力会議の活用及び強化、域内の信頼構築と軍備統制、北朝鮮の核問題の解決などを通

じた特定分野での合意導出の経験蓄積などを挙げることができる。

（１）東北アジア域内の協力強化

　東北アジアの多国間安保システムを形成する際、そこで発生する制約要因は、今後東北

アジア諸国の間で実質的な多国間安保体制を構築してゆくために解決しなければならない

重要なことがらである。ヨーロッパ国家は、多国間協力の際に発生しがちな制約要因を克

服するために CSCE/OSCE を発展させつつたゆまぬ協力と対話、長期目標の提示、具体

的な代案提示などを通じて、多国間安保協力機構を発足させた。このような事例からわか

るように、東北アジア地域での制約要因を克服するためには、域内国家間で既存の多国間

協議体を中心にしたたゆまぬ対話維持を通じて相互信頼を深め、実質的な多国間安保体制

の形成要素として安保の規範と規則、一連の相互認識されたレジームの運営原則が確立で

きるように力を入れるべきである。

　東北アジア諸国は、東北アジアの安保の安定的な維持を目標に多国間安保体制の形成を

通じて二国間同盟の限界を克服しなければならない。また長期的には多国間安保機構を構

築することができるように体系的な目標を立て、具体的な方策を積極的に模索していくべ

きである。この先決要件として、域内国家間の協力と交流推進、多国間外交の強化、多国

間主義に対する国民の肯定的な認識の持続的拡大などをあげることができよう。

　東北アジアに限って現在まで提示され、活用されている多国間安保協議体として6カ国

会議、北東アジア協力対話（NEACD）と北東アジア多国間安保対話（NEASED）がある。

6カ国会議の発足以前である 1996 年４月には４カ国会議が提案され、1999 年までに6回

開催された。この４カ国会議は米韓両国の首脳が提示する「朝鮮半島での恒久的な平和体
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制の構築」のために、朝鮮半島、アメリカ、中国が参加した４カ国会議をその根幹とする。

４カ国会議は朝鮮半島主導の新しい平和体制の定着を目的としたものであり、南北が直

接、軍事問題と朝鮮半島の平和体制の構築にかかわる問題を議論するのが難しいため、停

戦協定の当事者であるアメリカと中国の保障を通じて信頼構築を助けることを目的として

いた。４カ国会議を拡大して 2003 年８月に発足した6カ国会議に参加する諸国は、北朝

鮮の核開発問題の解決のために注力した。その結果、４年後の 2007 年２月に「共同合意」

に至り、核廃棄のためのプロセスに着手することとなる。このことによって、6カ国会議

は域内の代表的な多国間安保協力チャンネルとして認識されるようになった。しかし、北

朝鮮の拒否によって、核廃棄における検証可能な進展は得られておらず、多国間安保シス

テムの限界が見られた。今後6カ国会議が所期の成果を出すとするならば、東北アジア安

保レジームの発足とともに安保協力が順調に行われるようになると思われる。

　東北アジアの多国間安保体制の構築のためには、制度的な観点からの政府間の協力も

重要である。韓国政府が 94 年5月に提示した「北東アジア多国間安保対話（NEASED）」

のような多国間安保フォーラムの形成は一つの代案となり得るだろう。このような多国間

安保フォーラムを通じた政府間の多国間主義に対する認識の拡大によって、CSCE/OSCE

においてそうだったように予防外交と安保協力の推進のための努力が可視化され、最終的

な東北アジアの多国間安保体制の形成に役立つと考えられる。多国間安保フォーラムを設

立する際、論議可能なテーマとしては次のようなものをあげることができよう。第一に政

治、経済、外交、軍事レベルでの包括的な国家別安保認識を交換し、研究課題などを提示

して相互認識を拡大すること。第二に、東北アジアの力学的関係上形成された米韓、日韓、

米中、中露、日中、米朝、南北などの二国間関係が改善する方策を論議するとともに、北

朝鮮とアメリカ、日本相互の外交関係の正常化を促進し、多国間関係の進展状況を論議す

ることができるようにすること。第三に北朝鮮の核及びミサイルの開発を含む朝鮮半島の

安保状況について議論し、これを東北アジア及びアジア太平洋の安保状況と連携できるよ

うにすること。第四に、「low politics」の領域として域内の国家間の芸術及びスポーツ、

文化、人的交流などでの協力を推進すること。第五に、北朝鮮が東北アジアの多国間安保

レジームに参加できるような状況を創出すること。第六に、韓国と中国の間の政治、経済、

軍事協力を強化し、安保認識が相互に共有できるようにすること。

　多国間安保レジームの構築のためには、民間レベルでの認識共有も重要である。特に、

民間レベルでは朝鮮半島および日米中露の6カ国の国防・外務関係者と学者たちが個人的

に参加している「北東アジア協力対話（NEACD）」が 1993 年から活性化しているが、こ

のような協議会をより多様化し、学者たちの間でも多国間主義的安保の認識を拡大してゆ

く必要がある。
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（２）域内信頼構築と軍備統制

　東北アジア地域での多国間安保協力のためには、域内国家間の政治、軍事的信頼構築と

大量破壊兵器及び核を含めた軍備統制を通じて、地域の紛争予防と平和状態が持続的に維

持される必要がある。

　信頼構築（CBMs: Confidence-Building Measures）に関する教訓は CSCE/OSCE の発

展過程から得ることができる。1975 年に採決されたヘルシンキの最終議定書では、信頼

構築措置として主要軍事訓練に際しての事前通知を義務化しており、それ以外の軍事訓

練に関しても軍事訓練を行う地域に隣接している国に自主的に通知するように勧めてい

る。また、軍事訓練の視察のためにオブザーバーが相互に参加することができるようにし

ている。それ以外にも大規模の軍事移動に関する事前通知や自主的な事前通知の奨励、及

び軍の代表団の交換訪問などを規定し、その他の地域における信頼構築のモデルとなっ

ている。このような初期の信頼構築は 1977 ～ 1978 年のベオグラード会談、1980 ～ 1983

年のマドリッド会談、1986 ～ 1989 年の間のウィーン会談を通じてより発展させられてゆ

き、ヨーロッパの冷戦終結後、1992 年7月にウィーン CSBMs（Confidence and Security 

Building Measures）協商文書を通じて「安保協力フォーラム（FSC: Forum for Security 

Cooperation）」が創設された。「ウィーン文書 1994」では、事前軍事活動の対象として規

定されている軍事訓練規模の削減調整と国防計画及び軍事方針の透明性の向上のために、

国防情報の例年交換や国防情報の妥当性審査のための関連国家間の相互評価訪問、兵力４

万人及びタンク 900 台以上の軍事訓練の抑制、軍事通信網の設置・運営などを加盟国間

で決定し、信頼構築の措置がより拡大された。特にウィーン文書 1994 では「リスク削減

（risk reduction）」プログラムを強化しているが、「非正規軍事活動」に関する相互協議と

協力のためのメカニズムの構築や軍事的性格の予想外の事故に備えた協力、軍事活動地

域への訪問周旋などを実施できるようにもなった。このようなリスク削減のために OSCE

の「紛争防止センター（CPC）」と安保協力フォーラム（FSC）の「特別委員会（Special 

Committee）」活動をより強化し、FSC で CSBMs に関する協議が継続できるようにする

とともに、軍縮問題や領空開放問題などを扱うことができるようにし、「グローバルな軍

事情報の交換（GEMI: Global Exchange of Military Information）」を実施するようにした。

　東北アジアはいまだ脱冷戦の過程にあり、域内に様々な葛藤構造が常在している。南

北間対立の構造が持続しており、北朝鮮による核兵器及び長距離ミサイルなど大量殺傷兵

器の継続的な開発や中国と台湾との間の両岸問題、中国とアメリカの間の長期的な対立局

面、日露の領土問題、日中の領土問題など、紛争の潜在的要素が散在しており、域内軍備

増強の継続による葛藤が続いている。特に北朝鮮の核問題の解決がなければ、東北アジア

で意味のある軍備統制法案に合意し、それを履行することは難しい。しかし、このような

葛藤構造があるとはいえ、前述のように、ヨーロッパでの軍事的信頼構築のプロセスが

CSCE/OSCE を通じて長期的に具体化されたように、東北アジア諸国間の緊張緩和と平和
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構築のためには、域内国家間で持続的かつ効率的な軍事的信頼構築と軍備統制を行い、多

国間安保協力を実現する必要がある。

　CSCE/OSCE の例からもわかるように、東北アジア6カ国の信頼構築と軍備統制を通

じた多国間安保協力を構築するための方策として次のことをあげることができる。第一

に、既存の6カ国会議の枠組みを維持し、北朝鮮の核とミサイルの開発が防止できるよう

に6カ国会議の参加国は努力しなければならない。また、南北間の対話と信頼増幅のため

に周辺国も同調する必要がある。第二に、小型通常兵器の不法取引の取り締まりと、北朝

鮮の大量破壊兵器の不法取引に対する周辺国の強い統制が必要である。第三に、兵器登録

及び周辺国における国防白書の発刊を通じて、域内の軍事的透明性を確保しなければなら

ない。第四に、海洋安全及び航空安全、捜索救助、災害救援、不法移民、人権保護、環境

保護、漁業活動、規制緩和問題などに関して周辺国は相互に緊密な協力関係を維持しなけ

ればならない。第五に、域内国家間の定期的な軍の人的交流と友好推進、軍事費及び軍事

力現代化に関する情報公開などを通じて透明性を拡大する必要がある。第六に、域内国家

間で二国間及び多国間の海洋捜索と航空安全の確保などのために軍の合同訓練を実施する

ことも必要である。最後に、このような域内信頼構築と軍備統制は、最終的に東北アジア

の多国間安保機構が実現された後にも制度的枠組みの中で持続させるべきである。

（３）アジア太平洋協議体の活性化

　東北アジアでの多国間安保協力のために、東北アジア地域を包括する ASEAN 地域

フォーラム（ARF）、アジア太平洋安全保障協力会議（CSCAP）、ASEAN+３、アジア太

平洋経済協力会議（SCO）に参加する諸国間で協力の経験を活用することもできる。何よ

りもこのようなアジア太平洋協議体をモデルにして東北アジアという立場から政治的、軍

事的な信頼を積み上げ、相互協力の経験を蓄積することも東北アジアにおける多国間安保

体制の構築のために望ましい方策となる。

　ASEAN 地域フォーラム（ARF）は 1992 年、第４回シンガポール ASEAN 首脳会談に

おいて拡大外相会議（PMC: Post Ministerial Conference）の枠を利用し、ASEAN 及び

域外国家間の政治安保対話を推進することに合意して 1994 年7月に発足した。ARF は

CSCE/OSCE をモデルとするアジア太平洋地域で唯一の多国間安保協議体といえるもので

あり、高級事務レベル会合（ARF-SOM: ARF-Senior Officer Meeting）や各種インターセッ

ショナル会議で域内安保情勢に関する意見を交換し、信頼構築及び予防外交を通じて域内

平和と安定を追求している。特に年２回開催される「信頼醸成措置に関する ARF インター

セッショナル支援グループ（ISG CBMS: Intersessional Support Group on CBMS）」を通

じて、域内信頼構築の観点から 23 カ国の加盟国の国防政策についての情報を交換し、予

防外交及び域内問題の平和的解決方策を模索している。また、信頼構築の側面から各国の

国防白書の交換、軍における高レベル人材の交流及び軍教育・訓練機関の交流、海軍艦艇
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の相互訪問、国連 PKO 活動における参加国間の協力などを積極的に推進している。信頼

構築措置は２～３年以内に推進する第１バスケット（basket）と中長期で推進する第２バ

スケットに区別し、推進している。その他にも海洋安全や海洋法、秩序、海洋環境保護及

び保全に関連する協力、及び予防外交活動の持続的発展を図っており、良い事例となって

いる。このような経験を土台として、東北アジア地域の国家間の信頼構築のために ARF

で実施している方策が活用できるだろう。特に北朝鮮が 2000 年7月から ARF に参加す

るようになったため、本フォーラムを通じて北朝鮮に信頼構築措置の経験を積ませ、東北

アジア域内の信頼構築の過程へ編入するように図ることも良い方策である。

　「アジア太平洋安全保障協力会議（CSCAP）」は 1993 年6月に韓国とアメリカ、日本、

ASEAN 諸国の学者たちによって形成された非政府間協議体である。この会議は国家間の

信頼増幅や政府レベルの安保協力支援の強化にむけて議論することを主な目的としてい

る。CSCAP で信頼構築を推進する分野は、ワーキング・グループ（working groups）で

の北朝鮮を含む 18 カ国間の兵器登録、国防白書の発刊など軍事透明性問題と核安保と非

拡散関連問題、予防外交の概念及び原則設定などである。結局、CSCAP は非政府間の会

議であるが、これは政府レベルの安保協力にもつながるものである。韓国とアメリカ、日

本の学者の間での論議を通じて今後の東北アジアの多国間安保協力のための構想も同時に

行うことによって、重要な会議として活用することができよう。

　「アジア太平洋経済協力会議（APEC）」は 1989 年に豪州キャンベラで韓国を含む 12 カ

国間の閣僚会議を発足させた。1993 年からクリントン大統領の提案により毎年首脳会談

を開催することとなり、アジア太平洋地域の調和に寄与する経済協力組織として発展して

きた。APEC は多国間経済協力に関する議論の場となっている。定期的な会合を通じて、

加盟国間の経済的、社会的、文化的異質性を克服し、域内の経済成長に寄与して究極的に

は経済共同体を形成することを目標としている。このような観点から、東北アジア地域の

加盟国はこれを通じて域内で経済的に協力することによって、東北アジアの多国間安保協

力を強化することができると思われる。ARF は多国間安保協力のための協議体として機

能しているが、東南アジア地域の問題を優先的に扱っており、東北アジアの安保問題を積

極的に扱うことはできないという限界を抱えている。そのため、APEC は現在の経済協

力組織から政治・安保問題も扱う包括的な協力組織へと姿を変えるべきだという意見も提

起されている。機構の機能拡大を通じて政治・安保問題も扱うようにすれば、東北アジア

の多国間安保協力を強化するのに際しても積極的に活用することができよう。

　既存のアジア太平洋協議体を活性化すること、このことによって参加する東北アジアの

域内国家が政治、経済、安保分野で相互協力して多国間協議体の長所を学び、東北アジア

地域が抱えている領土及び国境紛争、軍備競争など安保脅威の要因に積極的に対処するた

めの多国間安保体制の構築に役立てることができる。また、既存のアジア太平洋協議体は

東北アジアにおける多国間安保協力のための域内国家の努力を増大させる役割を果たすと
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思われる。また、既存のアジア太平洋協議体が順調に機能して東北アジア多国間安保協力

機構が発足した場合に、域内の不安定的な要因を集中的に管理することができるという点

を参加国の共通の認識とできる。

（４）北朝鮮の核問題の平和的解決

　東北アジアの多国間安保体制の構築のために解決しなければならない先決条件として、

北朝鮮の核問題の平和的解決を挙げることができる。北朝鮮の核をめぐる東北アジア諸国

間の円満な解決は、多国間安保協力と密接に関連しているためである。

　北朝鮮の核開発は、東北アジア内の不確実性を増大させるとともに核拡散及び軍備競争

の拡大によって大きな軍事力の波及効果をもたらす可能性があるため、東北アジアの多国

間安保構築に悪影響を及ぼしている。核問題の解決のために 2003 年から開催されてきた

6カ国会議は、これまで東北アジアの多国間安保協力のための協議体として、その発展可

能性を示してきた。しかし、北朝鮮は 2009 年４月に6カ国会議への欠席を宣言して寧邊

の核施設の廃燃料棒の再処理を開始した。また5月 25 日には２回目の核実験を強行する

ことによって核問題が再び問題化されており、東北アジアでの緊張が高まっている。北朝

鮮は 1994 年に「ジュネーヴ基本合意」を通じて、核開発を中断する意志を示し、2005 年

9月には非核化に合意した。しかし、継続的に核開発を断行しており、2006 年 10 月には

核実験を強行するなど、北朝鮮は非核化の合意を履行していない。核実験以降再開された

6カ国会議を通じて 2007 年に北朝鮮は核不能化を受け容れたが、不能化作業の第２段階

の措置を完了せずに 2009 年４月に6カ国会議への不参加を宣言することによって核問題

が再燃している。

　核とともに最大射程距離がそれぞれ 2,000 ～ 2,500km と 6,700km であるデポドン１、

２号の開発も東北アジア国家間の軍備競争を促すきっかけとなると懸念されている。北朝

鮮は、2009 年４月5日にウンハ２号ロケットを打ち上げることによって大陸間弾道ミサ

イルのような技術開発能力を対外的に誇示し、東北アジア域内の軍備競争を加速化させた。

これに対する抑制対策も東北アジアの多国間安保構築過程では必要であろう。

　一方、北朝鮮が２回目の核実験を通じて核を保有していることを既定事実としたことに

よって、今まで継続してきた6カ国会議の枠組みと合意が無力化している。北朝鮮の核開

発が体制維持を目的としたものであるという点において、その解決は困難となっている。

しかし、朝鮮半島の周辺国と国際社会はこの件に対し、継続的に北朝鮮に核プログラムを

完全に廃棄するよう要求している。国連は 2009 年6月に対北制裁決議案 1874 を採択して

北朝鮮に圧力をかけており、北朝鮮の核問題の解決においても多国間主義的なアプローチ

が有用となっている。

　北朝鮮は二度にわたる核実験を通じて6カ国会議を無力化させようとする戦略をとって

きた。しかし、多国間交渉の枠組みとして、6カ国会議はなお変わらず北朝鮮の核廃棄問
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題を扱う非常に重要な手段となっている。6カ国会議は実際、これまでに核交渉のための

最優先メカニズムとなってきた。北朝鮮の突発的な行動にもかかわらず、持続的に核交渉

のための実用的な窓口の役割を果たしており、その有用性が検証されている。また、東北

アジア地域には OSCE のような多国間安保協力機構が構築されていない。こういった状

況の中、今後6カ国会議の枠内で核問題が順調に処理され、域内国家間での安保協力の可

能性が大きくなれば、6カ国会議が東北アジアの多国間安保機構として発展する可能性が

あり、東北アジアの対立構造も緩和されることと思われる。

　今後、6カ国会議の枠組みへは東北アジアの多国間安保体制を構築するということを基

本として長期的な観点からアプローチすべきである。実際、北朝鮮は多国間安保協力が域

内で行われ、北朝鮮が参加するようになれば、北朝鮮の人権問題、域内信頼構築、軍備統制、

門戸開放などの議題が論議されることとなり、北朝鮮の体制維持に不利益をもたらすこと

を認識しているはずである。したがって、6カ国会議を成功させることによって北朝鮮の

認識を変化させる必要がある。6カ国会議での議題も北朝鮮の核問題だけではなく、米朝

関係の正常化や米朝の平和協定締結、幅広い経済的支援と北朝鮮の国際社会への編入など

を念頭に政治、経済、外交、軍事的な側面からアプローチしてゆく必要があろう。そのこ

とによって、6カ国会議は今後の東北アジアにおける多国間安保機構構築のための掛け橋

となると思われる。

５．結論

　ヨーロッパは、多国間安保体制を構築している CSCE/OSCE の発展を通じて、冷戦期

およびそれ以後も多国間安保協力の典型的なモデルを示してきた。また、アジア太平洋地

域でも 1990 年代初期から域内国家間の安保協力の側面から ARF やアジア太平洋安全保

障協力会議（CSCAP）を形成し、多国間安保協力を追求してきた。また、ASEAN+３と

APEC を通じて政治、経済分野での協力を推進している。これらの協議体もまた安保分

野での協力まで議題を拡大する可能性があり、 期待をもって受けとめられている。しかし、

東北アジア地域での多国間安保協力はその発展が非常に緩慢である。実際民間レベルで

1993 年に発足した北東アジア協力対話（NEACD）のみが運営されているのが現状である。

東北アジア地域はアメリカ、中国、日本、ロシア間の理解が相互に対立しており、米韓、

日米など二国間同盟の維持と、特に日中間の地域軍備競争の加速化、北朝鮮の核及びミサ

イル開発などによって多国間安保協力に限界が見られている。しかし、特に朝鮮半島での

紛争終結と脱冷戦及び南北間統一援助をめざす朝鮮半島平和定着の模索の一貫として、東

北アジア域内安保の安定的維持のため、南北朝鮮とアメリカ、日本、中国、ロシアが参加

する多国間安保体制形成の必要性が浮き彫りになっている。

　東北アジア地域での多国間安保協力が構築されれば、様々な理由で相互協力の難しい国
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家間がスムーズに対話するためのチャンネルを提供できるというメリットがある。こう

いった多国間安保体制は域内の信頼と理解を増進させるため、その存在は信頼構築の方策

となる。また、多国間の対話を通じて参加者間の相互協力を推進し、国家間の紛争危機を

減少させる効果もある。このような側面から東北アジア多国間安保体制構築の利点をいく

つかあげることができる。第一に、域内で発生する危機や侵略などを回避するための信頼

構築の方策を用意することでその真価を発揮することができる。つまり、安保協力にもと

づいて加盟国が政治、軍事的な信頼をもとに紛争を事前に予防するために予防外交を行い、

東北アジアでの積極的な安保構築に寄与することができる。第二に、安保協力を通じて、

加盟国は相互の紛争の原因となるものを予防し、一つの紛争がより大きい紛争へと発展す

ることを予防すること、さらにはすでに発生した紛争の場合にも、この紛争の拡大を防ぐ

ために多国間外交を展開することができる。第三に、環境問題、エネルギー問題、国際犯

罪、大規模の自然災害などのような、新たに浮上してきている安保脅威に対して地域の立

場から対処できる方法を提供することができる。制度化された多国間安保協力を形成する

ことは難しいものの、ひとたび形成されると制度的慣性により、より安定的に維持される

可能性も大きく、域内安定に寄与することができよう。

　本論文では東北アジアの多国間安保体制の構築に際する障害を克服するための努力の一

貫として、東北アジアの域内協力の強化、域内の信頼構築と軍備統制、アジア太平洋協議

体の活性化、北朝鮮の核問題の平和的解決などを提案した。これらとともに重要なことは、

域内国家間の安保認識の違いを克服し、異質的な諸国家からなる安保レジームにおける規

範の同質性を確保する必要である。このための基盤を整えるというレベルから、域内国家

は積極的な多国間外交を通じて相互協力と「東北アジア安保の同質性」の構築を具現化し

ていくべきである。

　韓国は、朝鮮半島における平和定着のために東北アジアの多国間安保体制の利点を十分

活用することによって、CSCE/OSCE を中心にヨーロッパで多国間システムの構築に貢献

したヨーロッパの小国スイスやベルギーのように、東北アジアの安保レジームの構築のた

めに戦略的な構想を練ってゆかねばならない。特に、6カ国会議を戦略的に活用して、域

内国家間で東北アジアの多国間安保体制構築のための認識を高めていく必要がある。また、

韓国政府が提示している北東アジア多国間安保対話（NEASED）のような多国間安保協

議体が実現するよう、制度的な支えを整える必要があろう。
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